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老齢年金の繰り下げと金融資産設計に関する現状と課題

壁 谷 順 之１

はじめに

先進諸外国の中でも類を見ない長寿国・日本は、年々平均寿命が拡大傾向にあ

る。それに伴う社会保障関連費用は、日本経済に大きくのしかかる程に膨張してお

り、「国および地方の長期債務残高」は約１,０００兆円を凌ぐ規模となっている。すで
に私たちの老後生活は、公的年金制度のみに依存するのが困難なレベルに達してい

ることは周知の通りである。加えて、２０１９年６月に政府（金融庁）が公表したいわ

ゆる「老後資金２,０００万円問題」で指摘される資産設計・運用の重要性はますます
高くなってきている。

一方、上記で巷間されるような資産設計・運用に対する自己責任・自助努力は、

一朝一夕ではなく、安定的なライフプランニングが必要であり、かつ、それに関わ

る専門的知識の拡充も求められる。私たちは最適なポートフォリオ運用を考慮し、

セカンドライフを充実したものにすべく努力したいものである。

そこで、本稿では公的年金制度の基本的な枠組みに着目し、年金受給のタイミン

グ（繰り上げ・繰り下げ）とこれを取り巻く資産設計・運用について議論を深めて

いく。昨今、政府も頻繁に強調する老齢年金の繰り下げによる年金額増加対策は、

世間でも注目される程に浸透しており、その効果は確かに魅力的である。しかし、

制度上のデメリットや付随する落とし穴は意外と難解に感じられる。私たちは、将

来的な公的年金受給の開始（６５歳）を前にして、どのようなベストプランを選択す

べきなのか。そのためには、何を準備・理解すべきなのか。このような問題意識を

もとにして、本稿では、複雑多岐に渡る金融資産設計について検討していく。

本稿の構成は次の通りである。第１章では、公的年金受給に関わるマクロ的なデー

タをもとに現状を整理する。第２章では、日本の年金制度概要と「老後資金２,０００
万円問題」の概略を紹介する。第３章では、老齢年金の繰り上げ・繰り下げの仕組
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みと、これ以外の年金額を増やすための方法論について触れる。第４章では、本稿

に関連する先行研究を整理し、本稿での分析の着眼点を検討する。第５章では、本

稿の分析・考察として、老齢年金の繰り下げによるメリット・デメリットを１つ１

つ箇条書きにして、詳細に整理しながら比較・検討する。最後に、まとめを述べて

本稿の幕を閉じる。

第１章 日本の社会保障を取り巻くマクロ的データ

我が国の社会保障給付費は、大別すると年金、医療、福祉その他の３分野から構

成されている。図表１は、社会保障給付費と対GDP比率の時系列データである（約
５０年間）。１９６１年の国民皆保険・皆年金制度の導入以降、当初は全体に占める割合

は医療が最も多く、年金はその次であった。その後、年金制度加入者の増加や年金

制度の充実などを背景に、年金は右肩上がりの状態となり、１９８０年頃から年金が医

療を逆転した。昨今では、全体の半分近くを占める位置付けとなっている（２０１８年

度：約４５％）。日本はいわゆる「大きな政府」としてこれらの巨額な社会保障給付

費を維持・推進しており、その結果、対GDPに占める割合も２０％を超えるレベル
に到達している（２０１８年度：約２２％）。日本の比率が、諸外国と比較しても同等ま

たは高水準にある２。急速な少子高齢化社会への進展と共に、我が国の社会保障関

連の支出は深刻な状況と言わざるを得ない。

次に、家計の金融資産の状況についてである。図表２は、日本と欧米諸外国との

比較である。一般的に、日本では約１,８００兆円前後にまで達しており、これを単純
に人口１人当たりに計算すると約１,５００万円規模となる。しかしながら、その内訳
は預貯金が５２.５％と半分以上を占めており、欧米諸外国と比較すると明らかに特徴
的な状況であることが分かる。一方、リスク資産と言われる株式や投資信託等の割

合は、日本はわずか１６.２%に過ぎないものの米国は５３.９％と過半数を占めており、
日米でほぼ真逆の性格を表していると言える。なお、ユーロエリアについては、預

貯金、株式・投資信託等、保険・年金等の三等分に近い状態となっているのも特徴

的である。金融広報中央委員会が調査したデータによると、世帯保有の金融資産平

均額は１,１３９万円（日常生活に必要な分は除く）となっており、この１０年間を見て
も毎年の増減はあってもほぼ横ばいの状況が続いている。

２ 具体的には、米国１９.１％、イギリス２２.８％、ドイツ２６.２％、フランス３１.７％などである（２０１３年）。出所
は厚生労働省「上手な医療のかかり方を広めるための懇談会・第３回資料「社会保障制度等の国際比較に

ついて」より引用。
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図表１ 社会保障給付費の対GDP比率の推移

（出所）国立社会保障・人口問題研究所データをもとに筆者作成。
（注）データは、「年金」「医療」「福祉その他」が区分される１９６４～２０１８年度。

２０００年度より区分される「介護対策」は「福祉その他」に含めている。
GDP（名目）は、内閣府「国民経済計算」により作成。９３年度以前は旧基準を
接続。

図表２ 家計の金融資産構成の国際比較（２０１８年３月末現在）

（出所）日本銀行「資金循環の日米欧比較（２０１８年８月１４日）」をもとに筆者作成。
（注）米国、ユーロエリアの（ ）内の金額は、比較のため円に統一して表示（便宜
上、１＄＝１１０円、１ユーロ＝１３０円として計算）。なお、株式・投資信託等には債
務証券を含む。
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このように、日本の家計では預貯金中心の安産資産に偏重する傾向で、リスク資

産等への資産運用は諸外国と比べても十分とは言えない状況が継続している様子が

うかがえる。将来への備えはどう対処していくのか、後述の「老後資金２,０００万円
問題」と合わせて見ていく。

第２章 日本の年金制度と「老後資金２,０００万円問題」の概要

本章では、公的年金を含む年金制度の概要と、２０１９年に話題となったいわゆる「老

後資金２,０００万円問題」を含む社会保障の課題を整理する。なお、年金制度自体の
詳細については、関係諸機関（厚生労働省、国民年金基金連合会など）や多数の関

連書籍等に記載されていることから、本章では負担と受給等の点に絞って整理す

る。

第１節 年金制度の概要

現在の日本の年金制度は、公的年金（国民年金および厚生年金）を中心とした複

数構造による体系となっている。図表３は、その全体像を示したものである３。

まず、２０歳以上が強制加入する国民年金では、被保険者を職業別に、第１号（自

営業者等）、第２号（会社員等）、第３号（第２号の被扶養配偶者）の三区分となっ

ている。この国民年金をベースに、俗に言う「２階建て部分」の厚生年金保険が存

在し、これら以外にも各種年金制度が積み重なる構造となっている。なお、公的年

金以外の確定給付企業年金制度（DB：Defined Benefit Pension Planの略称、以
下同様）や確定拠出年金制度（DC：Defined Contribution Pension Planの略称、
以下同様）などの年金制度のことを私的年金と呼ばれる。体系図を見る限り、私的

年金が公的年金を補完している様子がうかがえる。現状、我が国の年金制度は非常

に複雑多岐に渡っており、制度理解や分析は容易ではない。私たちにとって、年金

のメニューが豊富になっている一方で、老後資産などのリタイアメント・プランニ

ングの重要性はますます高まっていると言える。

なお、私たちが毎年一定時期に受け取っている「ねんきん定期便」４は、日頃より

年金制度への理解を深めていくこと等を目的とし、国民１人１人のそれまでの年金

３ その他、図表３に表示されているもの以外の年金制度として、中小企業退職金共済制度（中退共）や特

定退職金共済事業（特退共）などが存在する。

４ 「ねんきん定期便」は、かつて２００７年頃に発生した年金消失問題への対応策の一環で、政府が国民年金

加入者の誕生月に合わせて毎年発送している。なお、近年の「ねんきん定期便」では、６５歳時点での見込

額に加えて７０歳時点に繰り下げた場合の解説も詳細に掲載されている点が注目である。
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加入記録や将来受け取ることができる年金額（見込）等が記載されている。現状、

国民年金の納付（支払）は毎月１６,６１０円（２０２１年度価格）である。一方、６５歳で受
け取ることのできる老齢基礎年金（満額５）は、年７８０,９００円（２０２１年度価格）となっ
ている。支払負担は年々上昇していくのに対して、受給額は減少傾向にある。仮に、

現状ベースの老齢基礎年金を今後も受け取るとしても、１年間に約７８０,０００円（月
額に直すと６５,０００円）程度であることから、老齢基礎年金のみでは到底生活が困難
であることは想像に難くない。さらに、将来的に老齢基礎年金がどう推移していく

のかは、少子高齢化の進展状況やマクロ経済スライド６の実施など、現在の日本が

抱えている根本的な課題がカギを握っている。

図表３ 日本の年金制度の体系

（出所）厚生労働省ホームページよりダウンロード。
※ 各制度や用語の詳細等は同ホームページを参照（https://www.mhlw.go.jp/stf/nen-

kin_shikumi_０３.html）。

５ ここでいう満額とは、１９４１年（昭和１６年）４月２日以後に生まれた人が、４０年間（２０歳から６０歳まで）

全てが保険料納付済期間である場合の支給額である（１９４１年４月１日以前に生まれた人は支給要件が異な

るため省略）。

６ マクロ経済スライドは、２００４年の年金大改正時に将来的な導入が盛り込まれたが、その後、持続的な物

価下落に伴って物価スライド特例措置が適用されて２０１５年まで導入が見送られた経緯がある。
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第２節 「老後資金２,０００万円問題」の概要

２０１９年６月、金融庁が公表した報告書で全国的に話題となったのが「老後資金

２,０００万円問題」である。これは、高齢者の夫婦世帯の平均寿命等から逆算して、
２０年間で約１,３００万円、３０年間で約２,０００万円の貯蓄取崩しが必要であるとの具体的
な報告から波紋を広げた７。また、その主要な資金源となる公的年金については、

繰り下げによる受給開始年齢の上限が現状の７０歳から７５歳へと拡大する（２０２２年４

月以降）。我が国の社会保障の課題は、公的年金だけでなく医療、介護など様々な

場面で多く抱えており、私たちは単純に看過して良いのだろうか。老後の生活とい

うリタイアメント・プランニングでは、公的年金のみへの依存は厳しいことが明ら

かである。同報告書では、私たちが現役世代時に問題を意識すると共に、長期計画

的な資産形成・管理が重要であると強く主張している。この他、具体的な対策とし

てNISAや iDeCoを活用した投資推進や、金融機関やファイナンシャル・プラン
ナー（FP）等の専門アドバイザーへの相談等を明記している。

第３章 老齢年金の受給タイミングと年金額増加方法

前章までにおいて、年金制度概要およびデータ紹介を簡潔に整理してきた。第３

章では、本稿の中心テーマとなる老齢年金の繰り下げについて取り上げていく。

第１節 公的年金の繰り上げ・繰り下げの概要

公的年金（老齢基礎年金および老齢厚生年金）の支給開始年齢は原則６５歳である。

もしも、個人が希望すれば６０歳から７０歳まで自由に設定できる仕組みになる。例え

ば、最大６０歳まで支給を早めることを繰り上げと言い、１カ月繰り上げるごとに

０.５％受給額が減少する（最大３０％の減額）。逆に、最大７０歳まで支給を遅れらせる
ことを繰り下げと言い、１カ月繰り下げるごとに０.７％受給額が増加する（最大４２％
の増額）。なお、２０２２年４月１日より繰り下げの年齢が現行の７０歳から７５歳に拡大

すると共に、６０歳までの繰り上げの際の減額率が現行の０.５％から０.４％に変更（引
き下げ）となる（図表４参照）。これにより、私たちは年金をもらう年齢を６０歳か

ら７５歳の範囲で設計し、老後生活に備える選択肢・機会が広がったと解釈できる。

７ 厚生労働省資料では、一般家庭のモデルケースを次のように表示している。高齢夫婦無職世帯（夫６５歳

以上、妻６０歳以上の２人のみ）、毎月の実収入２０９,１９８円（年金などの社会保障給付１９１,８８０円他）、実支出２６３,
７１８円（食費６４,４４４円他）、差し引き５４,５２０円（不足額）。これを日本人の平均寿命８１歳をベースに、それ以
降の推計で考慮すると、２０年間で１３,０８４,８００円、３０年間で１９,６２７,２００円の不足額となる。なお、同世帯の平
均純貯蓄額は２,４８４万円であり、これらの不足額を取り崩しながら生活する形としている。
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第２節 年金増額方法の概要

一般的に、個人の年金を増やす対策としては以下の方法が広く知られている。１

つ目として、主に自営業者等が加入する付加年金である。これは、国民年金の定額

保険料に付加保険料（月額４００円）を上乗せして納付し、老齢年金支給時に付加年

金（２００円×付加保険料納付月数）を受け取る仕組みである。２つ目として、国民

年金基金がある。これは、付加年金同様に自営業者等８が国民年金に上乗せできる

制度であるが、加入にあたってはいずれか一方のみという制限がある（同時加入不

可）。掛け金の上限は月額６８,０００円（年８１６,０００円）と付加年金よりも高額となって
いる９。３つ目として、確定拠出年金（DC）がある。第２章の年金制度概要にて少
し触れているが、DCは自営業者等の上乗せとして当初は導入された。しかし、そ
の後の政策方針転換によって、自営業者等だけでなく会社員や公務員、専業主婦等

のあらゆる人たちが一定の条件をクリアすることでDCに加入することが可能と
なった。DCは個人型と企業型とに分かれるが、個人型については特に iDeCo（イ
デコ）の愛称で世間に浸透したことは言うまでもない。

一方で、近年は iDeCoの加入者急増を背景に、次々に制度改正が進展している。
例えば、２０２２年から改正される iDeCoの加入年齢および受給開始時期の変更であ
る１０。こうした社会経済構造の変化に対応した様々な年金制度改正は、私たちに新

図表４ 公的年金の繰り上げ・繰り下げの全体像

（出所）厚生労働省ホームページ「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部
を改正する法律の概要」資料をもとに筆者作成
（https://www.mhlw.go.jp/content/１２５０００００/０００６３６６１１.pdf）。

８ 自営業者の他に、フリーランス、およびその配偶者（第１号被保険者）、任意加入被保険者（６５歳以上を

除く）が該当する。

９ 国民年金基金制度の詳細については、国民年金基金連合会ホームページ等を参照。

１０ 企業型確定拠出年金についても同様の内容となっている。
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たな資産運用の選択機会を与えられると共に、ますます自己責任が重くのしかかっ

ているとも言えよう。

第４章 先行研究および着眼点

第１節 先行研究

本稿に関連する先行研究を大別すると、年金収入の増減に着目してメリット・デ

メリットを論じているものと、年金政策・制度全般を指摘しながら雇用・労働の継

続や投資促進を論じているものといった２パターンに整理することができる。な

お、以下に掲げるもの以外にも多く存在するが、ここでは学術研究および詳細な専

門書等に厳選して集約している。

前者について、奥野（２０２０）、白根（２００６）、田村（２０１８）などは、老齢年金の繰

り下げによるメリットを挙げつつも、デメリットを列挙し、双方を慎重に吟味した

結果の判断を説明している。なお、田村（２０１８）は、第３章でみてきた老齢年金の

繰り下げによるデメリットのうち、加給年金や振替加算に着目し、必ずしも受給で

きなくなるわけでなく、モデルケースによってはシミュレーションを行いながらベ

ストな選択肢を決定することの重要性を指摘している。

後者について、山田（２００９）は、年金政策（主に厚生年金）と雇用政策双方のメ

リット・デメリットを論じ、その中で最も現実的な年金政策として保険数理的に公

平でない就労促進的な新たな繰り下げ増額率の設定を説明している１１。大江（２０１９）

は、公的年金を貯蓄ではなく保険として展開し、特に老齢年金の繰り下げについて

は受給権者側の手続きの簡便さや緊急時などにおける利便性を捉え、融通のきいた

制度であると説明している。その上で、人的資本と金融資本の重要性を論じ、働き

続けることによって貯蓄不安を解消させていくと説明している。原（２０２１）は、公

的年金の繰り下げや就労と年金の組み合わせなどの選択肢を掲げながら、個人のラ

イフイベントやライフプランニングの必要性を主張している。特に、若年層向けに

早期の老後資産形成を目的とした公的年金制度の理解・周知の戦略的な展開を求め

ている。

１１ この点についてもう少し補足する。繰り下げ増額率の設定とは、在職老齢年金制度と厚生年金（特別支

給の老齢厚生年金）の当時の制度枠組みに着目し、繰り下げ受給が有利になるように増額率を保険数理的

な基準よりも高めに設定することを述べている。ただし、デメリットとして長く働き続ける人と短くしか

働けない人の年金格差が生じる点や、増額率の設定方法によっては厚生年金財政の悪化をもたらすことの

２点を指摘している。
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第２節 本稿での着眼点整理

現状、老齢年金の繰り下げを取り上げた書籍・論文などは多く存在するため、上

記の通りカテゴリー別に整理してきた。本節では、この後の第５章での分析・考察

に向けた問題点や着眼点を以下の３点にまとめる。

第１に、年金繰り下げのメリットに着目することの本当の目的・意図について、

その効果を改めて検討することである。第２に、長寿化社会での個人の生き方の多

様性を見つめ直すことの重要性についてである。第３に、政府の国民への投資促進

制度（NISAや iDeCoなど）と私たちの取り組み方や実現可能性について論じてい
くことである。

なお、本稿での研究目的は、テーマ的に広範かつ難解な性格上、すべてを取り上

げて整理・比較検討することは厳しいため、着眼点を絞った議論が必要となる点は

言うまでもない。しかしながら、政府や日本年金機構などが推進するような受給額

増加対策と投資推進策の活用だけでは、議論が前進しないと考えており、次の第５

章にてさらに問題点別に整理していくことにする。

第５章 分析・考察

本稿の研究目的や着眼点については、第４章までにおいて整理してきた。第５章

では、具体的に老齢年金の繰り下げについてのメリットおよびデメリットの議論に

焦点を絞って展開していくことにする。

まず、メリットについては以下の３点に集約できる。第１に、６５歳からの受給開

始時に資金的な余裕のある人々は、あえて通常通りに受給せず希望の年齢まで繰り

下げて増額効果を享受できることである。２０２２年からは従来の７０歳から７５歳に選択

範囲が拡大することで、最大８４％の増額（２０２１年度価格で約６５０,０００円増額）１２とな
る点は最大の魅力と言えよう。第２に、付加年金加入者は老齢基礎年金の繰り下げ

と同時に繰り下げられるため、老齢基礎年金と同じ増額率で受給できることであ

る。付加年金の金額自体は決して大きいものではないが、公的年金の上乗せの役割

として年金額アップに資する点は見逃せない。第３に、公的年金の繰り下げは、老

齢基礎年金と老齢厚生年金の両方またはいずれでもよく、自由度の高い設計が可能

な点である。これは、６０歳までの繰り上げには存在しない制度で、会社員や公務員

などの２階建て部分に相当する老齢厚生年金を受給できる人々は、シミュレーショ

１２ 老齢基礎年金の２０２１年価格７８０,９００円×１.８４＝１,４３６,８５６円。１,４３６,８５６円―７８０,９００円＝６５５,９５６円。
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ンをもとにさらなるリタイアメント・プランニングを組み立てることができるので

ある。

一方で、繰り下げによるデメリットもこれまでに多く指摘されており、以下の５

点に集約できる。第１に、加給年金・振替加算の点である。加給年金は年金の家族

手当の性質をもち、本人および妻が一定条件を満たす場合に妻が６５歳になるまで支

給される（２０２１年度、３９０,５００円）１３。この加給年金は、厚生年金の被保険者期間２０
年以上という要件上、受給する際も厚生年金とセットになる。このため、もしも厚

生年金を繰り下げた場合は当然に加給年金も受給できなくなる。また、繰り下げ後

に改めて厚生年金とセットで加給年金が受給できるようになるわけでもなく、単に

加給年金のみが消失してしまう点も見逃せない。同様に、振替加算についても妻が

基礎年金を繰り下げている間は消失してしまう。なお、田村（２０１８）は繰り下げを

基礎年金と厚生年金の別々にすることで加給年金を受給できる制度上の活用なども

指摘している。第２に、手取りの問題である。年金額増加に伴い、額面が増えると

その分税金に加えて社会保険料（国民健康保険料や介護保険料など）の比率が高ま

り、結果として手取りベースでは計算通りとはいかない懸念である。つまり、キャッ

シュフローの観点では額面ベースでなく手取りベースでの検証が必要ということで

ある。第３に、損益分岐点の検証である。仮に、７５歳まで１０年間繰り下げた場合、

その間は受給できないため、６５歳開始の場合と比較していつの時点で上回るのかが

ポイントとなる。この点は、図表５で示すように損益分岐点分析を簡単なシミュレー

ションによって求めることが広く知られており、約１２年（１１年１１カ月）となってい

る１４。すなわち、７５歳開始なら８７歳時点で６５歳開始を上回ることになる（額面ベー

ス）１５。また、これをもとにしたグラフ図形が図表６で表現できる。

第４に、遺族厚生年金との関係性である。一般的に、妻が６５歳以上の場合、夫が

亡くなると自分の基礎年金に加えて妻自身の厚生年金や夫の厚生年金との併給調

１３ 加給年金額は夫の生年月日で変わるため、ここでは１９４３年４月２日以降生まれの人の場合とする。
１４ 例えば、６５歳の年金額を１００とすると、７５歳時点の増加年金額は８４となる。次に、１０年間受け取れなかっ
た年金１,０００（１００×１０年）を増加分の８４で割ると、１,０００÷８４≒１１.９０４７年となる。なお、増額率は７５歳まで
拡大しても変更はないので、この計算式は一定のまま使用可能である。

１５ この他、手取りベースでの試算例として、星野（２０２０）では額面で年１５０万円の年金を受給する場合、７０
歳開始のケースは８７歳時点で６５歳開始を上回り、７５歳開始のケースは９１歳時点で６５歳開始を上回るという
結果を説明している。つまり、手取りベースの場合、額面ベースに比べさらに４～５年程度長めに見積も
る必要があることを指摘している。

１６ 併給調整の仕組みについては、井戸（２０１５）に分かりやすく記載されている。夫婦共働きの場合、また
は妻に会社勤めの経験があれば、次の３つの年金の組み合わせから、最も金額の高いものが支給される。
①妻の老齢基礎年金＋妻の老齢厚生年金（全額）、②妻の老齢基礎年金＋遺族厚生年金（夫がもらうはずだっ
た老齢厚生年金の４分の３）、③妻の老齢基礎年金＋妻の老齢厚生年金の２分の１＋遺族厚生年金の３分の
２（夫がもらうはずだった老齢厚生年金の２分の１）。
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整１６が行われる。その中で、最も金額の多い選択肢が選ばれて支給される。田村

（２０１８）は、仮に妻が自分の厚生年金を５年間繰り下げて増やした後に夫が死亡し

た場合、結果として繰り下げなかった場合と受給できる金額に変更はないと説明し

ている。さらに、夫の遺族年金は非課税であるが、妻の厚生年金は雑所得として税

金や社会保険料の対象となるため、結果として手取りが減額する点も指摘してい

図表５ 年金繰り下げの損益分岐点分析①

（出所）下山・甲斐（２０２１）、田村（２０１８）等をもとに筆者作成。
（注）図表の見方として、縦の年齢は通常の年齢（生存年齢）、横の年齢は繰り上げ・
繰り下げする場合の支給開始年齢。いずれも６５歳の標準的な支給開始時（薄い網
掛け部分）との比較。なお、６５歳より前（６０～６４歳）では、いつ時点まで標準支
給（６５歳）よりも総額で上回っているのかを表し、６５歳より後（６６～７５歳）では、
いつ時点で標準支給（６５歳）よりも総額が上回ることになるのかを表す（濃い網
掛け部分）。
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る。第５に、繰り下げ支給までの期間の生活費等の確保である。言うまでもなく、

その間は公的年金に頼らないことになるため、老後資金等に余裕のある人々を除い

て十分な手元資金の確保が必要となるからである。なお、全体的に言えることであ

るが、公的年金、特に老齢基礎年金の額面（満額）は物価等の計算により決定され

る他、一般に不安視されている少子高齢化による将来年金額の減額も考慮に入れな

ければならない。

おわりに

本稿では、老齢年金の繰り下げによる効果とその問題点を中心に、私たちのリタ

イアメント・プランニングへの検討課題を整理してきた。ここでは単に金融庁の「老

後資金２,０００万円問題」に駆り立てられて、私たちの大事な老齢年金受給権へ安易
な対策・取り組みは疑問視されることが理解できた。しかしながら、この金融庁レ

ポートの主張は無視できず、今後の私たちの将来への不安を早期段階で直視し、対

応可能な手段にて事前に取り組むことへの警鐘と捉えるべきであると考える。

最後に、本稿のまとめとして以下の３点を説明して本稿の幕を閉じたい。第１に、

キャッシュフロー重視の収支目標の設定である。第５章の問題点の整理の中でも触

図表６ 年金繰り下げの損益分岐点分析②

（出所）ほけんROOMマネーライフホームページ「年金の「繰り下げ受給」は、途中
で死亡しても増額の対象か？」よりダウンロード（https://hoken-room.jp/money
-life/７４２５）。
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れているように、年金収入は額面ベースよりも手取りベースでの実情に合わせて検

証することが重要である。加えて、年金繰り下げを行う場合のそれまでの資金確保

は当然であるため、長期的なスタンスにもとづく計画性が求められる。第２に、定

年後の雇用・労働の継続についてである。この点も、第４章の先行研究で取り上げ

た大江（２０１９）や原（２０２１）などが提案している。現状のような低金利環境がまだ

まだ続くと想定した場合、運用難による老後資金確保が困難であることは言うまで

もない。景気回復や金利上昇を待つよりも、自ら稼ぐ手段は決して侮れず、さらな

る雇用環境の改善や政策の後押しにも期待したい１７。第３に、長期投資スタンスの

維持である。金融庁レポートで記載されているように、老後資金設計のためには株

式投資や投資信託購入などがその一例として挙げられている。同様に、NISAや
iDeCoの表現も繰り返し登場している。私たちは安心な預貯金運用に依存せず、積
極的なリスク資産への投資・運用を実施して、結果的に日本経済発展に繋がること

も政府が期待していると理解できる。なお、国民１人１人がすぐに積極的な投資を

行うには様々な困難が伴うため、金融庁レポートや拙稿（２０１９）で示唆する金融機

関や社会保険労務士・FP等の専門家の活用も大切な選択肢である。
２０２２年から公的年金やDCが大きく制度改正するため、政府が後押しをしている
個人投資・運用の成果が期待される。こうした投資機会の拡大を活かすためにも、

私たち個人レベルが興味関心を持ち、積極的に取り組んでいく方向性に期待したい

ところである。
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